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令和８年度和歌山市一般会計予算

令和８年度和歌山市の一般会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第１条 歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ１６５, ７６８, ９４５千円と定める｡

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第１表 歳入歳出予算｣ による｡

(債務負担行為)

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項､ 期間

及び限度額は､ ｢第２表 債務負担行為｣ による｡

(地方債)

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的､ 限

度額､ 起債の方法､ 利率及び償還の方法は､ ｢第３表 地方債｣ による｡

(一時借入金)

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は､ ３０,

０００, ０００千円と定める｡

(歳出予算の流用)

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用

することができる場合は､ 次のとおりと定める｡

(１) 各項に計上した給料､ 職員手当等及び共済費にかかる予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用



第１表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 市 税 ６２,１５５,２５３

１ 市 民 税 ２５,２７７,６８０

２ 固 定 資 産 税 ２６,０４０,０５２

３ 軽 自 動 車 税 １,２３７,４３１

４ 市 た ば こ 税 ２,８４５,９５９

５ 鉱 産 税 １

６ 都 市 計 画 税 ４,３５４,２７０

７ 事 業 所 税 ２,３５４,１６０

８ 入 湯 税 ３５,７００

９ 旧 法 に よ る 税 １０,０００

２ 地 方 譲 与 税 ８４３,０００

１ 特 別 と ん 譲 与 税 １３０,０００

２ 自 動 車 重 量 譲 与 税 ５３２,０００

３ 地 方 揮 発 油 譲 与 税 １３１,０００

４ 森 林 環 境 譲 与 税 ５０,０００

３ 利 子 割 交 付 金 １３１,０００

１ 利 子 割 交 付 金 １３１,０００

４ 配 当 割 交 付 金 ６５１,０００

１ 配 当 割 交 付 金 ６５１,０００

５ 株式等譲渡所得割交付金 ８８０,０００

１ 株式等譲渡所得割交付金 ８８０,０００

６ 法 人 事 業 税 交 付 金 ６１５,０００

１ 法 人 事 業 税 交 付 金 ６１５,０００

７ 地 方 消 費 税 交 付 金 １０,６０６,０００

１ 地 方 消 費 税 交 付 金 １０,６０６,０００

８ ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 １４,０００

１ ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 １４,０００



(単位 千円)

款 項 金 額

９ 環 境 性 能 割 交 付 金 ４,０００

１ 環 境 性 能 割 交 付 金 ４,０００

10 地 方 特 例 交 付 金 ５４６,０００

１ 地 方 特 例 交 付 金 ５４５,０００

２ 新型コロナウイルス感染症対
策地方税減収補�特別交付金

１,０００

11 地 方 交 付 税 １８,５３０,０００

１ 地 方 交 付 税 １８,５３０,０００

12 交通安全対策特別交付金 ３０,０００

１ 交通安全対策特別交付金 ３０,０００

13 分 担 金 及 び 負 担 金 ７７１,８５６

１ 負 担 金 ７７１,８５６

14 使 用 料 及 び 手 数 料 ２,５７３,３７０

１ 使 用 料 １,８７６,４９１

２ 手 数 料 ６９６,８７９

15 国 庫 支 出 金 ３７,７１８,２８８

１ 国 庫 負 担 金 ２８,０４５,９５４

２ 国 庫 補 助 金 ３,３０１,７２５

３ 国 庫 交 付 金 ６,３４４,２３６

４ 国 庫 委 託 金 ２６,３７３

16 県 支 出 金 １５,６１２,３８０

１ 県 負 担 金 ９,５８３,７５８

２ 県 補 助 金 ５,２４３,１４０

３ 県 交 付 金 ７４１,２０８

４ 県 委 託 金 ４０,７７４

５ 県 貸 付 金 ３,５００

17 財 産 収 入 ５５１,２３６

１ 財 産 運 用 収 入 ４５６,８３６

２ 財 産 売 払 収 入 ９４,４００

18 寄 附 金 ３,００１,７００



(単位 千円)

款 項 金 額

１ 寄 附 金 ３,００１,７００

19 繰 入 金 １,３６７,３８８

１ 基 金 繰 入 金 １,２６７,９６０

２ 特 別 会 計 繰 入 金 ９９,４２８

20 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

21 諸 収 入 ２,６６１,６７３

１ 延滞金・加算金及び過料 ７８,００１

２ 市 預 金 利 子 １

３ 貸 付 金 収 入 １,３０５,０５１

４ 受 託 事 業 収 入 ９６,６６０

５ 弁 償 金 ３０

６ 雑 入 １,１８１,９３０

( 物 品 売 払 収 入 )

22 市 債 ６,５０５,８００

１ 市 債 ６,５０５,８００

歳 入 合 計 １６５,７６８,９４５



歳 出 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 議 会 費 ８９４,４８７

１ 議 会 費 ８９４,４８７

２ 総 務 費 １３,７３５,２４１

１ 総 務 管 理 費 ９,３２３,６４５

２ 徴 税 費 １,４５１,５９４

３ 市 民 生 活 費 ５９２,６３０

４ 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 ６８６,１５７

５ 選 挙 費 ３０９,０４０

６ 統 計 調 査 費 ５５,３３７

７ 文 化 ス ポ ー ツ 費 １,１３４,８３６

８ 監 査 委 員 費 １０６,７１９

９ 人 事 委 員 会 費 ７５,２８３

３ 民 生 費 ８２,３１５,０５０

１ 社 会 福 祉 費 ３３,７６３,７５９

２ 生 活 保 護 費 １８,４２９,９７１

３ 児 童 福 祉 費 ２５,９３１,０９６

４ 災 害 救 助 費 １２,２８２

５ 年 金 保 険 費 ３,６１４,０６３

６ 市 民 福 祉 費 ５６３,８７９

４ 衛 生 費 １０,０３８,３４３

１ 保 健 衛 生 費 ４,４２０,７４７

２ 清 掃 費 ５,２４６,３０７

３ 環 境 保 全 費 ３７１,２８９

５ 農 林 水 産 業 費 １,０３６,２９０

１ 農 業 費 ７５１,０８６

２ 農 林 緑 花 費 １４７,１３６

３ 水 産 業 費 １３８,０６８

６ 商 工 費 ３,２１９,９４１

１ 商 工 費 ２,１９２,４０３



(単位 千円)

款 項 金 額

２ 観 光 費 １,０２７,５３８

７ 土 木 費 １０,３５０,９０４

１ 土 木 管 理 費 １,１０４,０３５

２ 道 路 橋 梁 費 ３,３９６,９３５

３ 河 川 費 ４１２,７５２

４ 都 市 計 画 費 １,１５３,４７６

５ 都 市 計 画 道 路 費 ２６６,８５７

６ 公 園 費 ４８５,６５１

７ 下 水 道 費 ９０６,７８０

８ 住 宅 費 ２,６２４,４１８

８ 消 防 費 ４,８７８,８５４

１ 消 防 費 ４,８７８,８５４

９ 教 育 費 １２,７９２,３１０

１ 教 育 総 務 費 ４,０５１,０２４

２ 小 学 校 費 ２,９１７,８９８

３ 中 学 校 費 ６５０,５７４

４ 高 等 学 校 費 ７７８,５３２

５ 幼 稚 園 費 ５３４,４７２

６ 社 会 教 育 費 ２,１８９,８３９

７ 保 健 体 育 費 １,６６９,９７１

10 災 害 復 旧 費 ４２２,４５１

１ 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 ４２２,４５１

11 公 債 費 １７,２１８,６６７

１ 公 債 費 １７,２１８,６６７

12 諸 支 出 金 ８,７９６,４０７

１ 公 営 企 業 費 ８,５７９,４２６

２ 集 落 排 水 費 ２１６,９８１

13 予 備 費 ７０,０００

１ 予 備 費 ７０,０００



(単位 千円)

款 項 金 額

歳 出 合 計 １６５,７６８,９４５



第２表

債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

人事・給与・出退勤システム更新事業
令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ４ 年 度
４８４,７９６

合 計 ４８４,７９６

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

奨学金返還助成事業 (令和８年度募集分)
令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ３ 年 度

２５０千円×交付対象者
奨学金受取総月数／１２

合 計 －

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

標準準拠・福祉系システム移行事業 令 和 ９ 年 度 ４４９,８２３

合 計 ４４９,８２３

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

システム標準化支援事業 令 和 ９ 年 度 ３,９６０

合 計 ３,９６０

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

標準準拠・保険系システム運営事業
令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ３ 年 度
３９８,７５０

合 計 ３９８,７５０



(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

標準準拠・債権回収システム運営事業
令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ３ 年 度
６６,４４９

合 計 ６６,４４９

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

住宅使用料システム運営事業
令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ４ 年 度
１１０,７０６

合 計 １１０,７０６

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

標準準拠・福祉系システム運営事業
令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ４ 年 度
３８６,１５１

合 計 ３８６,１５１

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

医療費助成システム運営事業
令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ４ 年 度
２６８,５００

合 計 ２６８,５００

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

財務会計システム運営事業
令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ４ 年 度
１３９,５２０

合 計 １３９,５２０



(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

納税通知書封入封緘等委託事業 (個人市民
税及び軽自動車税)

令 和 ９ 年 度 ８６,８３４

合 計 ８６,８３４

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

個人市民税課税資料パンチ委託事業 令 和 ９ 年 度 ２８９

合 計 ２８９

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

納税通知書封入封緘等委託事業 (固定資産
税)

令 和 ９ 年 度 ２７,７７８

合 計 ２７,７７８

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

市議会議員選挙事業 令 和 ９ 年 度 ６２,４１２

合 計 ６２,４１２

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

県議会議員選挙事業 令 和 ９ 年 度 ５２,３３０

合 計 ５２,３３０



(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

和歌山城ホール管理運営事業 (公衆無線Ｌ
ＡＮ管理分)

令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ０ 年 度
２,２６４

合 計 ２,２６４

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

文化会館照明器具ＬＥＤ化事業
令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ７ 年 度
２６,８６５

合 計 ２６,８６５

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

粗大ごみ収集運搬業務委託事業
令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ４ 年 度
４０４,３６４

合 計 ４０４,３６４

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

青岸エネルギーセンター運転管理業務委託
事業

令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ４ 年 度
２,０４０,３０２

合 計 ２,０４０,３０２

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

青岸クリーンセンター運転管理業務委託事
業

令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ４ 年 度
４２８,５６０

合 計 ４２８,５６０



(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

小規模事業者経営改善資金等利子補給事業
令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ２ 年 度

貸付限度額８００, ００
０千円の年１. ０％を上
限として利息相当額の１
／２

合 計 －

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

女性・若者・シニア新規開業資金等利子補
給事業

令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ２ 年 度

貸付限度額２５０, ００
０千円の年１. ０％を上
限として利息相当額の１
／２

合 計 －

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

道路照明ＬＥＤ化事業 (ＥＳＣＯ事業)
令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ８ 年 度
６６,２１０

合 計 ６６,２１０

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

地方道整備事業 (河西橋) 令 和 ９ 年 度 １７０,０００

合 計 １７０,０００

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

地方道整備事業 (岡崎１３０号線) 令 和 ９ 年 度 １３０,０００

合 計 １３０,０００



(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

都市計画マスタープラン等改定事業 令 和 ９ 年 度 １６,８２１

合 計 １６,８２１

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

自転車等駐車場照明ＬＥＤ化事業 (ＥＳＣ
Ｏ事業)

令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ８ 年 度
２,２７０

合 計 ２,２７０

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

市街地再開発事業 (和歌山市駅前南地区)
令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ４ 年 度
６,６７２,４８６

合 計 ６,６７２,４８６

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

公園照明ＬＥＤ化事業 (ＥＳＣＯ事業)
令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ８ 年 度
１７,６００

合 計 １７,６００

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

下水道施設照明ＬＥＤ化事業 (ＥＳＣＯ事
業)

令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ８ 年 度
３,２９０

合 計 ３,２９０



(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

公営住宅システム運営事業
令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ４ 年 度
５１,９１６

合 計 ５１,９１６

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

中学校給食センター運営事業 (令和８年度
物価上昇分)

令 和 ９ 年 度～

令 和 ２ ２ 年 度
２３７,１４３

合 計 ２３７,１４３



第３表

地 方 債

(単位 千円)

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

庁舎整備事業 147,800 証書借入又
は債券発行

年5.0％以内 (ただし､
利率見直し方式で借り入
れる政府資金及び地方公
共団体金融機構資金につ
いて､ 利率の見直しを行っ
た後においては､ 当該見
直し後の利率)

政府その他の資金の借入
れについては､ その融通条
件による｡ ただし､ 市財政
の都合により据置期間及び
償還期限を短縮し､ 又は繰
上償還若しくは低利に借り
換えることができる｡

システム整備
事業 1,900 〃 〃 〃

防災基盤整備
事業 6,800 〃 〃 〃

支所・連絡所
整備事業 40,500 〃 〃 〃

文化財保護事
業 6,800 〃 〃 〃

文化施設整備
事業 6,700 〃 〃 〃

スポーツ施設
整備事業 37,500 〃 〃 〃

社会福祉施設
整備事業 5,300 〃 〃 〃

介護保険事業
特別会計繰出
金

400 〃 〃 〃

後期高齢者医
療特別会計繰
出金

400 〃 〃 〃

認定こども園
等整備事業 95,800 〃 〃 〃

保育所整備事
業 23,900 〃 〃 〃

児童館整備事
業 9,300 〃 〃 〃

国民健康保険
事業特別会計
繰出金

400 〃 〃 〃

隣保館整備事
業 16,300 〃 〃 〃

共同浴場整備
事業 4,800 〃 〃 〃

斎場整備事業 70,200 〃 〃 〃

保健所整備事
業 91,400 〃 〃 〃

保健センター
整備事業 8,500 〃 〃 〃

衛生研究所整
備事業 24,300 〃 〃 〃

清掃運搬施設
整備事業 23,700 〃 〃 〃

清掃工場施設
整備事業 248,600 〃 〃 〃

農業施設整備
事業 235,500 〃 〃 〃



(単位 千円)

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

四季の郷公園
整備事業 3,600 証書借入又

は債券発行

年5.0％以内 (ただし､
利率見直し方式で借り入
れる政府資金及び地方公
共団体金融機構資金につ
いて､ 利率の見直しを行っ
た後においては､ 当該見
直し後の利率)

政府その他の資金の借入
れについては､ その融通条
件による｡ ただし､ 市財政
の都合により据置期間及び
償還期限を短縮し､ 又は繰
上償還若しくは低利に借り
換えることができる｡

水産振興事業 2,800 〃 〃 〃

漁港環境整備
事業 1,700 〃 〃 〃

沿岸漁場整備
開発事業 6,500 〃 〃 〃

勤労者総合セ
ンター整備事
業

2,400 〃 〃 〃

和歌山城公園
整備事業 42,700 〃 〃 〃

道路施設改善
事業 1,282,600 〃 〃 〃

緊急避難道路
等整備事業 59,000 〃 〃 〃

地方道整備事
業 359,000 〃 〃 〃

交通安全施設
整備事業 900 〃 〃 〃

河川整備事業 101,100 〃 〃 〃

準用河川改修
事業 67,700 〃 〃 〃

自転車等駐車
場整備事業 14,100 〃 〃 〃

都市再生整備
事業 17,300 〃 〃 〃

都市計画県工
事負担金 7,400 〃 〃 〃

街路事業 119,300 〃 〃 〃

公園施設整備
事業 140,300 〃 〃 〃

水路維持事業 24,000 〃 〃 〃

下水道施設管
理事業 199,000 〃 〃 〃

下水路整備事
業 37,000 〃 〃 〃

住宅改善事業 895,100 〃 〃 〃

消防施設整備
事業 101,400 〃 〃 〃

情報教育設備
整備事業 477,800 〃 〃 〃

教育施設整備
事業 181,600 〃 〃 〃

小学校施設整
備事業 76,700 〃 〃 〃

中学校施設整
備事業 49,500 〃 〃 〃



(単位 千円)

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

高等学校施設
整備事業 23,000 証書借入又

は債券発行

年5.0％以内 (ただし､
利率見直し方式で借り入
れる政府資金及び地方公
共団体金融機構資金につ
いて､ 利率の見直しを行っ
た後においては､ 当該見
直し後の利率)

政府その他の資金の借入
れについては､ その融通条
件による｡ ただし､ 市財政
の都合により据置期間及び
償還期限を短縮し､ 又は繰
上償還若しくは低利に借り
換えることができる｡

地区集会所整
備事業 2,800 〃 〃 〃

こども科学館
整備事業 3,700 〃 〃 〃

コミュニティ
センター整備
事業

22,900 〃 〃 〃

体育施設整備
事業 93,900 〃 〃 〃

保健体育施設
整備事業 4,500 〃 〃 〃

土木施設災害
復旧事業 126,600 〃 〃 〃

水道事業会計
出資金 640,900 〃 〃 〃

借換債 210,200 〃 〃 〃

計 6,505,800



令和８年度和歌山市国民健康保険事業特別会計予算

令和８年度和歌山市の国民健康保険事業特別会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第１条 歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ３６, ２９２, １００千円と定める｡

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第１表 歳入歳出予算｣ による｡

(債務負担行為)

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項､ 期間

及び限度額は､ ｢第２表 債務負担行為｣ による｡



第１表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 国 民 健 康 保 険 料 ６,２１４,９１２

１ 国 民 健 康 保 険 料 ６,２１４,９１２

２ 使 用 料 及 び 手 数 料 ５１

１ 手 数 料 ５１

３ 県 支 出 金 ２６,３２２,６２３

１ 県 補 助 金 ６６,０８９

２ 県 交 付 金 ２６,２５６,５３４

４ 繰 入 金 ３,５５４,２９１

１ 一 般 会 計 繰 入 金 ３,５５４,２９１

５ 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

６ 諸 収 入 ２００,２２２

１ 貸 付 金 収 入 １

２ 雑 入 ２００,２２１

( 国 庫 支 出 金 )

( 国 庫 補 助 金 )

歳 入 合 計 ３６,２９２,１００



歳 出 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 総 務 費 ５４２,６５３

１ 総 務 管 理 費 ５４２,６５３

２ 保 険 給 付 費 ２５,９９９,６４４

１ 療 養 諸 費 ２２,３８１,０００

２ 高 額 療 養 費 ３,５０３,０００

３ 移 送 費 ２００

４ 出 産 育 児 諸 費 ９９,９９４

５ 葬 祭 諸 費 １５,４５０

( 傷 病 手 当 諸 費 )

３ 国民健康保険事業費納付金 ９,２５９,７４０

１ 医 療 給 付 費 分 納 付 金 ６,５１０,６８７

２ 後期高齢者支援金等分納付金 １,８９３,３０７

３ 介 護 納 付 金 分 納 付 金 ６６５,９７９

４ 子 ど も ・ 子 育 て 支 援
納 付 金 分 納 付 金 １８９,７６７

４ 保 健 事 業 費 ３２７,００６

１ 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 ２６６,１４８

２ 保 健 事 業 費 ６０,８５８

５ 諸 支 出 金 １５３,０５７

１ 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 １５３,０５７

６ 予 備 費 １０,０００

１ 予 備 費 １０,０００

歳 出 合 計 ３６,２９２,１００



第２表

債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

保険料納入通知書封入封緘等委託事業
令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ０ 年 度
１８,０４６

合 計 １８,０４６



令和８年度和歌山市卸売市場事業特別会計予算

令和８年度和歌山市の卸売市場事業特別会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第１条 歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ７３４, ８１４千円と定める｡

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第１表 歳入歳出予算｣ による｡



第１表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 使 用 料 及 び 手 数 料 ２７９,７６８

１ 使 用 料 ２７９,７６８

２ 財 産 収 入 ９３６

１ 財 産 運 用 収 入 ９３６

３ 繰 入 金 ２４０,８５０

１ 一 般 会 計 繰 入 金 ２４０,８５０

４ 諸 収 入 ２１３,２６０

１ 雑 入 ２１３,２６０

( 国 庫 支 出 金 )

( 国 庫 交 付 金 )

( 市 債 )

( 市 債 )

歳 入 合 計 ７３４,８１４

歳 出 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 卸 売 市 場 費 ５０２,３６７

１ 卸 売 市 場 費 ５０２,３６７

２ 公 債 費 ２３２,３４７

１ 公 債 費 ２３２,３４７

３ 予 備 費 １００

１ 予 備 費 １００

歳 出 合 計 ７３４,８１４



令和８年度和歌山市土地区画整理事業特別会計予算

令和８年度和歌山市の土地区画整理事業特別会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第１条 歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ３３７, ４６２千円と定める｡

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第１表 歳入歳出予算｣ による｡



第１表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 繰 入 金 ７,０５５

１ 東和歌山第二地区土地区画
整理事業一般会計繰入金 ７,０５５

２ 繰 越 金 ３,０００

１ 東和歌山第二地区土地区画
整 理 事 業 繰 越 金 ３,０００

３ 諸 収 入 ３２７,４０７

１ 東和歌山第二地区土地区画
整 理 事 業 雑 入 ３２７,４０７

歳 入 合 計 ３３７,４６２

歳 出 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 東 和 歌 山 第 二 地 区
土 地 区 画 整 理 事 業 費 ３３７,４６２

１ 東 和 歌 山 第 二 地 区
土 地 区 画 整 理 事 業 費 ３３７,４６２

歳 出 合 計 ３３７,４６２



令和８年度和歌山市住宅改修資金貸付事業特別会計予算

令和８年度和歌山市の住宅改修資金貸付事業特別会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第１条 歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ２２, ０００千円と定める｡

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第１表 歳入歳出予算｣ による｡



第１表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 諸 収 入 ２２,０００

１ 貸 付 金 収 入 ２２,０００

歳 入 合 計 ２２,０００

歳 出 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 前 年 度 繰 上 充 用 金 ２２,０００

１ 前 年 度 繰 上 充 用 金 ２２,０００

歳 出 合 計 ２２,０００



令和８年度和歌山市住宅新築資金貸付事業特別会計予算

令和８年度和歌山市の住宅新築資金貸付事業特別会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第１条 歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ５２９, ５２１千円と定める｡

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第１表 歳入歳出予算｣ による｡



第１表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 諸 収 入 ５２９,５２１

１ 貸 付 金 収 入 １７３,４７３

２ 雑 入 ３５６,０４８

歳 入 合 計 ５２９,５２１

歳 出 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 前 年 度 繰 上 充 用 金 ５２９,５２１

１ 前 年 度 繰 上 充 用 金 ５２９,５２１

歳 出 合 計 ５２９,５２１



令和８年度和歌山市宅地取得資金貸付事業特別会計予算

令和８年度和歌山市の宅地取得資金貸付事業特別会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第１条 歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ２０９, ８５７千円と定める｡

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第１表 歳入歳出予算｣ による｡



第１表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 諸 収 入 ２０９,８５７

１ 貸 付 金 収 入 ８９,１４７

２ 雑 入 １２０,７１０

歳 入 合 計 ２０９,８５７

歳 出 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 前 年 度 繰 上 充 用 金 ２０９,８５７

１ 前 年 度 繰 上 充 用 金 ２０９,８５７

歳 出 合 計 ２０９,８５７



令和８年度和歌山市駐車場管理事業特別会計予算

令和８年度和歌山市の駐車場管理事業特別会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第１条 歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ１, ６７３, ７０７千円と定める｡

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第１表 歳入歳出予算｣ による｡

(債務負担行為)

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項､ 期間

及び限度額は､ ｢第２表 債務負担行為｣ による｡

(地方債)

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的､ 限

度額､ 起債の方法､ 利率及び償還の方法は､ ｢第３表 地方債｣ による｡

(一時借入金)

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は､ １, ３

４０, ０００千円と定める｡



第１表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 使 用 料 及 び 手 数 料 ２７５,２２３

１ 使 用 料 ２７５,２２３

２ 繰 入 金 １,５００

１ 一 般 会 計 繰 入 金 １,５００

３ 諸 収 入 １,３２８,６８４

１ 雑 入 １,３２８,６８４

４ 市 債 ６８,３００

１ 市 債 ６８,３００

歳 入 合 計 １,６７３,７０７

歳 出 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 駐 車 場 管 理 費 １４６,１８６

１ 駐 車 場 管 理 費 １４６,１８６

２ 道 路 駐 車 場 管 理 費 １８７,２２１

１ 道 路 駐 車 場 管 理 費 １８７,２２１

３ 前 年 度 繰 上 充 用 金 １,３４０,０００

１ 前 年 度 繰 上 充 用 金 １,３４０,０００

４ 予 備 費 ３００

１ 予 備 費 ３００

歳 出 合 計 １,６７３,７０７



第２表

債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

駐車場照明ＬＥＤ化事業 (ＥＳＣＯ事業)
令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ８ 年 度
９,８４０

合 計 ９,８４０



第３表

地 方 債

(単位 千円)

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

道路駐車場整
備事業 68,300 証書借入又

は債券発行

年5.0％以内 (ただし､
利率見直し方式で借り入
れる政府資金及び地方公
共団体金融機構資金につ
いて､ 利率の見直しを行っ
た後においては､ 当該見
直し後の利率)

政府その他の資金の借入
れについては､ その融通条
件による｡ ただし､ 市財政
の都合により据置期間及び
償還期限を短縮し､ 又は繰
上償還若しくは低利に借り
換えることができる｡

計 68,300



令和８年度和歌山市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

令和８年度和歌山市の母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の予算は､ 次に定めるところに

よる｡

(歳入歳出予算)

第１条 歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ１２８, ３４２千円と定める｡

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第１表 歳入歳出予算｣ による｡



第１表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 繰 入 金 ２,１１４

１ 一 般 会 計 繰 入 金 ２,１１４

２ 繰 越 金 ３７,７２０

１ 繰 越 金 ３７,７２０

３ 諸 収 入 ８８,５０８

１ 貸 付 金 収 入 ８８,４９８

２ 雑 入 １０

歳 入 合 計 １２８,３４２

歳 出 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金
貸 付 事 業 費 １２８,３４２

１ 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金
貸 付 事 業 費 １２８,３４２

( 公 債 費 )

( 公 債 費 )

( 諸 支 出 金 )

( 母子父子寡婦福祉資金
貸 付 事 業 繰 出 金 )

歳 出 合 計 １２８,３４２



令和８年度和歌山市介護保険事業特別会計予算

令和８年度和歌山市の介護保険事業特別会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第１条 歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ４３, ２７８, ６９５千円と定める｡

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第１表 歳入歳出予算｣ による｡

(債務負担行為)

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項､ 期間

及び限度額は､ ｢第２表 債務負担行為｣ による｡



第１表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 介 護 保 険 料 ８,０９０,３４４

１ 介 護 保 険 料 ８,０９０,３４４

２ 使 用 料 及 び 手 数 料 ５０

１ 手 数 料 ５０

３ 国 庫 支 出 金 １０,９９５,０５４

１ 国 庫 負 担 金 ７,７０２,９５１

２ 国 庫 補 助 金 １９,２５０

３ 国 庫 交 付 金 ３,２７２,８５３

４ 県 支 出 金 ５,７５６,６０２

１ 県 負 担 金 ５,５６１,７１７

２ 県 交 付 金 １９４,８８５

５ 支 払 基 金 交 付 金 １１,３７１,２９１

１ 支 払 基 金 交 付 金 １１,３７１,２９１

６ 財 産 収 入 ７,０１５

１ 財 産 運 用 収 入 ７,０１５

７ 繰 入 金 ７,０５３,８８５

１ 一 般 会 計 繰 入 金 ６,６７０,４７８

２ 基 金 繰 入 金 ３８３,４０７

８ 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

９ 諸 収 入 ４,４５３

１ 雑 入 ４,４５３

歳 入 合 計 ４３,２７８,６９５



歳 出 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 総 務 費 ８６２,０１８

１ 総 務 管 理 費 ３７１,２１５

２ 介 護 認 定 費 ４９０,８０３

２ 保 険 給 付 費 ４０,８２５,５８８

１ 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 ３９,５１７,９５４

２ 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 １,０９３,９５５

３ 高 額 医 療 合 算
介 護 サ ー ビ ス 等 費 １６２,４３７

４ 市 町 村 特 別 給 付 費 １１,２０５

５ そ の 他 諸 費 ４０,０３７

３ 地 域 支 援 事 業 費 １,４６８,２４１

１ 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援
サ ー ビ ス 事 業 費 １,２８８,３７９

２ 一 般 介 護 予 防 事 業 費 ５,９００

３ 包括的支援事業・任意事業費 １６９,０４９

４ そ の 他 諸 費 ４,９１３

４ 基 金 積 立 金 ７,０１５

１ 基 金 積 立 金 ７,０１５

５ 諸 支 出 金 １１０,８３３

１ 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 １１,５１１

２ 重 層 的 支 援 体 制 整 備
事 業 繰 出 金 ９９,３２２

６ 予 備 費 ５,０００

１ 予 備 費 ５,０００

歳 出 合 計 ４３,２７８,６９５



第２表

債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

保険料納入通知書封入封緘等委託事業 令 和 ９ 年 度 １５,０６２

合 計 １５,０６２

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

標準準拠・要介護認定支援システム移行事
業

令 和 ９ 年 度 ８,６５７

合 計 ８,６５７

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

標準準拠・要介護認定支援システム運営事
業

令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ３ 年 度
２４,３５１

合 計 ２４,３５１



令和８年度和歌山市後期高齢者医療特別会計予算

令和８年度和歌山市の後期高齢者医療特別会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第１条 歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ１２, ７８１, １０４千円と定める｡

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第１表 歳入歳出予算｣ による｡

(債務負担行為)

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項､ 期間

及び限度額は､ ｢第２表 債務負担行為｣ による｡



第１表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 ５,７６１,３１５

１ 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 ５,７６１,３１５

２ 使 用 料 及 び 手 数 料 ２

１ 手 数 料 ２

３ 繰 入 金 ７,００９,２１２

１ 一 般 会 計 繰 入 金 ７,００９,２１２

４ 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

５ 諸 収 入 １０,５７４

１ 雑 入 １０,５７４

歳 入 合 計 １２,７８１,１０４

歳 出 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 総 務 費 ７７,０７３

１ 総 務 管 理 費 ７７,０７３

２ 後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 納 付 金 １２,６９４,３２４

１ 後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 納 付 金 １２,６９４,３２４

３ 諸 支 出 金 ６,７０７

１ 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ６,７０７

４ 予 備 費 ３,０００

１ 予 備 費 ３,０００

歳 出 合 計 １２,７８１,１０４



第２表

債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

保険料納入通知書封入封緘等委託事業
令 和 ９ 年 度～

令 和 １ ０ 年 度
１３,７０６

合 計 １３,７０６



令和８年度和歌山市直轄事業用地先行取得事業特別会計予算

令和８年度和歌山市の直轄事業用地先行取得事業特別会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第１条 歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ４４, ５７５千円と定める｡

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第１表 歳入歳出予算｣ による｡



第１表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 財 産 収 入 ４４,５７５

１ 財 産 売 払 収 入 ４４,５７５

歳 入 合 計 ４４,５７５

歳 出 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 国 道 ４ ２ 号 事 業 費 ４４,４６９

１ 国 道 ４ ２ 号 事 業 費 ４４,４６９

２ 諸 支 出 金 １０６

１ 国道４２号事業費繰出金 １０６

歳 出 合 計 ４４,５７５



令和８年度和歌山市水道事業会計予算

(総 則)

第１条 令和８年度水道事業会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(業務の予定量)

第２条 業務の予定量は､ 次のとおりとする｡

(１) 給水戸数 １８７, ６０６戸

(２) 年間総配水量 ４４, ３２５, ０００�

(３) 一日平均配水量 １２１, ４３８�

(４) 主要な建設改良事業

配水管整備事業 ３, ５９３, ９５１千円

配水施設整備事業 ４４８, ２０３千円

原浄水施設新設改良事業 ２, ９７０, ５６７千円

(収益的収入及び支出)

第３条 収益的収入及び支出の予定額は､ 次のとおりと定める｡

収 入

第１款 水道事業収益 ８, ５９５, １６１千円

第１項 営 業 収 益 ８, ０５９, ３４９千円

第２項 営 業 外 収 益 ５３５, ８１２千円

支 出

第１款 水道事業費 ７, ４９６, ３５７千円

第１項 営 業 費 用 ６, ８４２, ８２３千円

第２項 営 業 外 費 用 ６２０, ５３４千円

第３項 特 別 損 失 ３, ０００千円

第４項 予 備 費 ３０, ０００千円

(資本的収入及び支出)

第４条 資本的収入及び支出の予定額は､ 次のとおりと定める (資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額４, ２５７, ５４７千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額６

１６, ４４７千円､ 当年度分損益勘定留保資金２, ９４６, ４５８千円､ 繰越利益剰余金処分

額５２０, ９４７千円及び当年度利益剰余金処分額１７３, ６９５千円で補�するものとする｡

) ｡

収 入

第１款 水道事業資本的収入 ５, ４６７, ５１９千円

第１項 企 業 債 ４, ４５８, ２００千円



第２項 出 資 金 ６４０, ９８６千円

第３項 補 助 金 ２１１, ７２２千円

第４項 負 担 金 １５６, ６１１千円

(固定資産売却代金) 千円

支 出

第１款 水道事業資本的支出 ９, ７２５, ０６６千円

第１項 建 設 改 良 費 ７, ０７４, ８２４千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ２, ６５０, ２４２千円

(債務負担行為)

第５条 債務負担行為をすることができる事項､ 期間及び限度額は､ 次のとおりと定める｡

(企業債)

第６条 起債の目的､ 限度額､ 起債の方法､ 利率及び償還の方法は､ 次のとおりと定める｡

(一時借入金)

第７条 一時借入金の限度額は､ １, ５００, ０００千円と定める｡

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は､ 次のとおりと定める｡

(１) 営業費用と営業外費用 (消費税及び地方消費税に限る｡ )

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

事 項 期 間 限 度 額

加 納 浄 水 場 運 転 管 理 業 務 委 託 令和９年度から
令和１１年度まで

千円

４６８,１６０

営 業 関 連 業 務 委 託 令和９年度から
令和１３年度まで １,０３７,８２３

企 業 会 計 シ ス テ ム 構 築 事 業 令和９年度から
令和１４年度まで ２１,６７０

加 納 浄 水 場 更 新 設 備 事 業 令和９年度から
令和１１年度まで ６,８８１,８６６

起債の目的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

配 水 管
整 備 事 業

配 水 施 設
整 備 事 業

施 設
整 備 事 業

千円

２,０２９,６００

１５３,４００

２,２７５,２００

普通貸借又は証券発
行｡ 借入時期は令和
８年度中とする｡ た
だし､ 工事の進捗状
況等により起債額の
全部又は一部を翌年
度に繰り延べて借り
入れることができる｡

年5.0％以内 (ただ
し､ 利率見直し方式
で借り入れる政府資
金及び地方公共団体
金融機構資金につい
て､ 利率の見直しを
行った後においては､
当該見直し後の利率)

政府その他の資金
の借入れについては､
その融通条件による｡
ただし､ 企業財政の
都合により据置期間
及び償還期限を短縮
し､ 又は繰上償還若
しくは低利に借り換
えることができる｡



第９条 次に掲げる経費については､ これらの経費の金額を､ これらの経費のうち他の経費の金

額に､ 若しくはこれら以外の経費の金額に流用し､ 又はこれら以外の経費をこれらの経費の金

額に流用する場合は､ 議会の議決を経なければならない｡

(１) 職 員 給 与 費 １, ２０８, ５８６千円

(２) 交 際 費 ５４千円

(他会計からの補助金)

第１０条 水道事業費の一部に充当するため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は､ １３,

５１６千円である｡

(利益剰余金の処分)

第１１条 繰越利益剰余金及び当年度利益剰余金のうち６９４, ６４２千円は､ 次のとおり処分

するものと定める｡

(１) 減 債 積 立 金 ６９４, ６４２千円

(たな卸資産購入限度額)

第１２条 たな卸資産の購入限度額は､ ３７０, ８７９千円と定める｡



令和８年度和歌山市工業用水道事業会計予算

(総 則)

第１条 令和８年度工業用水道事業会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(業務の予定量)

第２条 業務の予定量は､ 次のとおりとする｡

(１) 給水工場数 ４３工場

(２) 年間総配水量 ７９, ２８７, ０００�

(３) 一日平均配水量 ２１７, ２２５�

(４) 主要な建設改良事業

配水管整備事業 ３８, ０２０千円

配水施設整備事業 １８１, ２７４千円

原浄水施設新設改良事業 ３, １９９, ２３４千円

(収益的収入及び支出)

第３条 収益的収入及び支出の予定額は､ 次のとおりと定める｡

収 入

第１款 工業用水道事業収益 ２, １４６, ７４２千円

第１項 営 業 収 益 ２, ０６９, ３８８千円

第２項 営 業 外 収 益 ７７, ３５４千円

支 出

第１款 工業用水道事業費 １, ８４９, ５２９千円

第１項 営 業 費 用 １, ７８０, ９００千円

第２項 営 業 外 費 用 ５８, ６２９千円

第３項 予 備 費 １０, ０００千円

(資本的収入及び支出)

第４条 資本的収入及び支出の予定額は､ 次のとおりと定める (資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額１, １１２, ０３３千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３

０４, ５１７千円､ 減債積立金１４７, ８０６千円､ 建設改良積立金３２９, １２６千円及び

過年度分損益勘定留保資金３３０, ５８４千円で補�するものとする｡ ) ｡

収 入

第１款 工業用水道事業資本的収入 ２, ６９５, ８６６千円

第１項 企 業 債 ２, ０７６, ６００千円

第２項 補 助 金 １０８, ０７２千円

第３項 負 担 金 １１, １９４千円



第４項 その他資本的収入 ５００, ０００千円

支 出

第１款 工業用水道事業資本的支出 ３, ８０７, ８９９千円

第１項 建 設 改 良 費 ３, ４１９, ６９４千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ３８８, ２０５千円

(債務負担行為)

第５条 債務負担行為をすることができる事項､ 期間及び限度額は､ 次のとおりと定める｡

(企業債)

第６条 起債の目的､ 限度額､ 起債の方法､ 利率及び償還の方法は､ 次のとおりと定める｡

(一時借入金)

第７条 一時借入金の限度額は､ ５００, ０００千円と定める｡

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は､ 次のとおりと定める｡

(１) 営業費用と営業外費用 (消費税及び地方消費税に限る｡ )

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第９条 次に掲げる経費については､ これらの経費の金額を､ これらの経費のうち他の経費の金

事 項 期 間 限 度 額

受 託 工 事 事 業 令和９年度
千円

２９,０００

営 業 関 連 業 務 委 託 令和９年度から
令和１３年度まで ８４０

企 業 会 計 シ ス テ ム 構 築 事 業 令和９年度から
令和１４年度まで ２１,６７０

配 水 施 設 整 備 事 業 令和９年度 ２５３,２７２

工 水 強 靭 化 事 業 令和９年度 ２３,６５３

起債の目的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

配 水 管
整 備 事 業

配 水 施 設
整 備 事 業

施 設
整 備 事 業

千円

１３,３００

１１０,８００

１,９５２,５００

普通貸借又は証券発
行｡ 借入時期は令和
８年度中とする｡ た
だし､ 工事の進捗状
況等により起債額の
全部又は一部を翌年
度に繰り延べて借り
入れることができる｡

年5.0％以内 (ただ
し､ 利率見直し方式
で借り入れる政府資
金及び地方公共団体
金融機構資金につい
て､ 利率の見直しを
行った後においては､
当該見直し後の利率)

政府その他の資金
の借入れについては､
その融通条件による｡
ただし､ 企業財政の
都合により据置期間
及び償還期限を短縮
し､ 又は繰上償還若
しくは低利に借り換
えることができる｡



額に､ 若しくはこれら以外の経費の金額に流用し､ 又はこれら以外の経費をこれらの経費の金

額に流用する場合は､ 議会の議決を経なければならない｡

(１) 職 員 給 与 費 ３３８, ９１９千円

(２) 交 際 費 ５４千円

(他会計からの補助金)

第１０条 工業用水道事業費の一部に充当するため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は､

３, ５３４千円である｡

(たな卸資産購入限度額)

第１１条 たな卸資産の購入限度額は､ １２３, ６４７千円と定める｡



令和８年度和歌山市公共下水道事業会計予算

(総 則)

第１条 令和８年度公共下水道事業会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(業務の予定量)

第２条 業務の予定量は､ 次のとおりとする｡

(１) 処理面積 ２, ５１２ha

(２) 年間処理水量 ２７, １１７, ０００�

(３) 一日平均処理水量 ７４, ２９３�

(４) 主要な建設改良事業

管渠整備事業 ２, ６０７, ３１４千円

ポンプ場整備事業 １, ５２５, ４２４千円

処理場整備事業 １, ６１３, ６１７千円

(収益的収入及び支出)

第３条 収益的収入及び支出の予定額は､ 次のとおりと定める｡

収 入

第１款 下水道事業収益 １２, ３２２, ７７２千円

第１項 営 業 収 益 ６, ３７０, ２８４千円

第２項 営 業 外 収 益 ５, ９５２, ４８８千円

支 出

第１款 下水道事業費 １０, ９９７, ９９５千円

第１項 営 業 費 用 １０, ０５２, ９８６千円

第２項 営 業 外 費 用 ９２８, ００９千円

第３項 特 別 損 失 ２, ０００千円

第４項 予 備 費 １５, ０００千円

(資本的収入及び支出)

第４条 資本的収入及び支出の予定額は､ 次のとおりと定める (資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額５, ２５８, １６５千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２

５３, ８６０千円､ 当年度分損益勘定留保資金３, ９５４, ０４６千円､ 繰越利益剰余金処分

額２１４, ３１０千円及び当年度利益剰余金処分額８３５, ９４９千円で補�するものとする｡

) ｡

収 入

第１款 下水道事業資本的収入 ８, ８２０, ２３１千円

第１項 企 業 債 ４, ９８７, ６００千円



第２項 補 助 金 ３, ０２８, ３３６千円

第３項 負 担 金 ８０３, ２９５千円

第４項 分 担 金 １, ０００千円

支 出

第１款 下水道事業資本的支出 １４, ０７８, ３９６千円

第１項 建 設 改 良 費 ５, ７４９, １１５千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ７, ８２９, ２８１千円

第３項 他会計からの長期借入金償還金 ５００, ０００千円

(債務負担行為)

第５条 債務負担行為をすることができる事項､ 期間及び限度額は､ 次のとおりと定める｡

(企業債)

第６条 起債の目的､ 限度額､ 起債の方法､ 利率及び償還の方法は､ 次のとおりと定める｡

(一時借入金)

第７条 一時借入金の限度額は､ １０, ０００, ０００千円と定める｡

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は､ 次のとおりと定める｡

事 項 期 間 限 度 額

ポ ン プ 場 運 転 管 理 業 務 委 託 令和９年度から
令和１１年度まで

千円

６４,７３５

水洗便所等改造資金利子等補給事業 令和９年度から
令和１４年度まで

貸付限度額 1,000 千円
の4.38％と利息相当額

営 業 関 連 業 務 委 託 令和９年度から
令和１３年度まで ８０,２４０

企 業 会 計 シ ス テ ム 構 築 事 業 令和９年度から
令和１４年度まで １９,５００

ポ ン プ 場 整 備 事 業 令和９年度 ４５０,０００

起債の目的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

公共下水道
事 業

公共下水道
事業借換債

資 本 費
平 準 化 債

千円

２,９３８,１００

１,３２２,９００

７２６,６００

普通貸借又は証券発
行｡ 借入時期は令和
８年度中とする｡ た
だし､ 工事の進捗状
況等により起債額の
全部又は一部を翌年
度に繰り延べて借り
入れることができる｡

年5.0％以内 (ただ
し､ 利率見直し方式
で借り入れる政府資
金及び地方公共団体
金融機構資金につい
て､ 利率の見直しを
行った後においては､
当該見直し後の利率)

政府その他の資金
の借入れについては､
その融通条件による｡
ただし､ 企業財政の
都合により据置期間
及び償還期限を短縮
し､ 又は繰上償還若
しくは低利に借り換
えることができる｡



(１) 営業費用と営業外費用 (消費税及び地方消費税に限る｡ )

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第９条 次に掲げる経費については､ これらの経費の金額を､ これらの経費のうち他の経費の金

額に､ 若しくはこれら以外の経費の金額に流用し､ 又はこれら以外の経費をこれらの経費の金

額に流用する場合は､ 議会の議決を経なければならない｡

(１) 職 員 給 与 費 ８１６, ７９６千円

(２) 交 際 費 ５４千円

(他会計からの補助金)

第１０条 公共下水道事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は､ ７, ９２１,

３９０千円である｡

(利益剰余金の処分)

第１１条 繰越利益剰余金及び当年度利益剰余金のうち１, ０５０, ２５９千円は､ 次のとおり

処分するものと定める｡

(１) 減 債 積 立 金 １, ０５０, ２５９千円

(たな卸資産購入限度額)

第１２条 たな卸資産の購入限度額は､ ２６０, ２８７千円と定める｡



令和８年度和歌山市農業集落排水事業会計予算

(総 則)

第１条 令和８年度農業集落排水事業会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(業務の予定量)

第２条 業務の予定量は､ 次のとおりとする｡

(１) 処理戸数 ３３０戸

(２) 年間処理水量 ９４, ０００�

(３) 一日平均処理水量 ２５８�

(収益的収入及び支出)

第３条 収益的収入及び支出の予定額は､ 次のとおりと定める｡

収 入

第１款 農業集落排水事業収益 １３３, ８１６千円

第１項 営 業 収 益 １６, ７２４千円

第２項 営 業 外 収 益 １１７, ０９２千円

支 出

第１款 農業集落排水事業費 １１６, ７５９千円

第１項 営 業 費 用 １０９, ８３６千円

第２項 営 業 外 費 用 ５, ９０３千円

第３項 特 別 損 失 ２０千円

第４項 予 備 費 １, ０００千円

(資本的収入及び支出)

第４条 資本的収入及び支出の予定額は､ 次のとおりと定める (資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額４４, ４４６千円は過年度分損益勘定留保資金５, ３８３千円､ 当年度分損益

勘定留保資金２７, ５３０千円及び繰越利益剰余金処分額１１, ５３３千円で補�するものと

する｡ ) ｡

収 入

第１款 農業集落排水事業資本的収入 ７, ２７３千円

第１項 補 助 金 ７, ２７３千円

支 出

第１款 農業集落排水事業資本的支出 ５１, ７１９千円

第１項 建 設 改 良 費 ２, ３０５千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ４９, ４１４千円

(債務負担行為)



第５条 債務負担行為をすることができる事項､ 期間及び限度額は､ 次のとおりと定める｡

(一時借入金)

第６条 一時借入金の限度額は､ １００, ０００千円と定める｡

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は､ 次のとおりと定める｡

(１) 営業費用と営業外費用 (消費税及び地方消費税に限る｡ )

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第８条 次に掲げる経費については､ これらの経費の金額を､ これらの経費のうち他の経費の金

額に､ 若しくはこれら以外の経費の金額に流用し､ 又はこれら以外の経費をこれらの経費の金

額に流用する場合は､ 議会の議決を経なければならない｡

(１) 職 員 給 与 費 １７, ９２９千円

(２) 交 際 費 ５４千円

(他会計からの補助金)

第９条 農業集落排水事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は､ １０７, ２

０２千円である｡

(利益剰余金の処分)

第１０条 繰越利益剰余金のうち１１, ５３３千円は､ 次のとおり処分するものと定める｡

(１) 減 債 積 立 金 １１, ５３３千円

(たな卸資産購入限度額)

第１１条 たな卸資産の購入限度額は､ ２, ０８６千円と定める｡

事 項 期 間 限 度 額

営 業 関 連 業 務 委 託 令和９年度から
令和１３年度まで

千円

９,５４０

企 業 会 計 シ ス テ ム 構 築 事 業 令和９年度から
令和１４年度まで １,０８５



令和８年度和歌山市漁業集落排水事業会計予算

(総 則)

第１条 令和８年度漁業集落排水事業会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(業務の予定量)

第２条 業務の予定量は､ 次のとおりとする｡

(１) 処理戸数 ６２９戸

(２) 年間処理水量 １３２, ６００�

(３) 一日平均処理水量 ３６３�

(４) 主要な建設改良事業

管渠整備事業 ４, ８２２千円

処理場整備事業 ２６, ８４０千円

(収益的収入及び支出)

第３条 収益的収入及び支出の予定額は､ 次のとおりと定める｡

収 入

第１款 漁業集落排水事業収益 １５４, ７７２千円

第１項 営 業 収 益 ２８, ５００千円

第２項 営 業 外 収 益 １２６, ２７２千円

支 出

第１款 漁業集落排水事業費 １３８, ６７８千円

第１項 営 業 費 用 １２９, ９４９千円

第２項 営 業 外 費 用 ７, ７０９千円

第３項 特 別 損 失 ２０千円

第４項 予 備 費 １, ０００千円

(資本的収入及び支出)

第４条 資本的収入及び支出の予定額は､ 次のとおりと定める (資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額４７, １２７千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１, ４１

８千円､ 過年度分損益勘定留保資金４, ６６６千円､ 当年度分損益勘定留保資金３１, １４２

千円及び繰越利益剰余金処分額９, ９０１千円で補�するものとする｡ ) ｡

収 入

第１款 漁業集落排水事業資本的収入 ３５, ８３１千円

第１項 企 業 債 １５, ８００千円

第２項 補 助 金 ２０, ０１２千円

第３項 分 担 金 １９千円



支 出

第１款 漁業集落排水事業資本的支出 ８２, ９５８千円

第１項 建 設 改 良 費 ３２, ５１７千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ５０, ４４１千円

(債務負担行為)

第５条 債務負担行為をすることができる事項､ 期間及び限度額は､ 次のとおりと定める｡

(企業債)

第６条 起債の目的､ 限度額､ 起債の方法､ 利率及び償還の方法は､ 次のとおりと定める｡

(一時借入金)

第７条 一時借入金の限度額は､ １００, ０００千円と定める｡

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は､ 次のとおりと定める｡

(１) 営業費用と営業外費用 (消費税及び地方消費税に限る｡ )

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第９条 次に掲げる経費については､ これらの経費の金額を､ これらの経費のうち他の経費の金

額に､ 若しくはこれら以外の経費の金額に流用し､ 又はこれら以外の経費をこれらの経費の金

額に流用する場合は､ 議会の議決を経なければならない｡

(１) 職 員 給 与 費 １７, ９２９千円

(２) 交 際 費 ５４千円

(他会計からの補助金)

第１０条 漁業集落排水事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は､ １０９,

事 項 期 間 限 度 額

営 業 関 連 業 務 委 託 令和９年度から
令和１３年度まで

千円

９,５４０

企 業 会 計 シ ス テ ム 構 築 事 業 令和９年度から
令和１４年度まで １,０８５

起債の目的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

漁 業 集 落
排 水 事 業

千円

１５,８００

普通貸借又は証券発
行｡ 借入時期は令和
８年度中とする｡ た
だし､ 工事の進捗状
況等により起債額の
全部又は一部を翌年
度に繰り延べて借り
入れることができる｡

年5.0％以内 (ただ
し､ 利率見直し方式
で借り入れる政府資
金及び地方公共団体
金融機構資金につい
て､ 利率の見直しを
行った後においては､
当該見直し後の利率)

政府その他の資金
の借入れについては､
その融通条件による｡
ただし､ 企業財政の
都合により据置期間
及び償還期限を短縮
し､ 又は繰上償還若
しくは低利に借り換
えることができる｡



７７９千円である｡

(利益剰余金の処分)

第１１条 繰越利益剰余金のうち９, ９０１千円は､ 次のとおり処分するものと定める｡

(１) 減 債 積 立 金 ９, ９０１千円

(たな卸資産購入限度額)

第１２条 たな卸資産の購入限度額は､ １, ７１８千円と定める｡


